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船舶事故調査報告書 

 

                               令和２年６月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 沈没 

発生日時 令和元年９月９日 ０２時３０分ごろ 

発生場所 京浜港横浜第１区の企業専用浮桟橋 

 横浜貯木場防波堤灯台から真方位２７７°９２０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２６.８′ 東経１３９°３９.１′） 

事故の概要  旅客船シーバス３は、係留中、沈没した。 

 シーバス３は、主機の濡損等を生じた。 

事故調査の経過 令和元年９月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）を指名した。 

なお、後日、1人の地方事故調査官を新たに指名した。  

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客船 シーバス３、４２トン 

 １２９７５２、藤木企業株式会社、株式会社ポートサービス（船舶

借入人、Ａ社） 

 ２１.０１ｍ（Lr）×５.００ｍ×１.９３ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、２５７kＷ、昭和６２年１０月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４１歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成１１年４月６日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成３０年１０月１７日 

  免状有効期間満了日 令和６年４月５日 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機等に濡損、船首船底部に擦過傷及び凹損等（全損） 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 西北西、風速 約２８.７m/s（最大瞬間）、

視程 約２００ｍ 

海象：波高 約２～３ｍ 

(1) 気象観測値 

本事故現場の南南東方約６２０ｍに位置する横浜地方気象台に

おける気象観測値は、次のとおりであった。 

日付 
時刻 

（時：分） 

風向・風速（m/s） 

平 均 最大瞬間 

９月８日 １９：３０ 東北東 ４.１ 東北東 ８.５ 
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(2) 気象警報及び注意報 

横浜市には、９月８日１７時０２分に暴風波浪高潮大雨警報

が、２０時４２分に洪水警報がそれぞれ発表され、本事故時も継

続中であった。 

(3) 気象庁による気象概況 

   ９月５日に南鳥島近海で発生した台風第１５号は、小笠原近海

を北西に進み、８日には次第に進路を北よりに変え伊豆諸島北部

を北北東に進んだ。９日３時前には非常に強い勢力で三浦半島付

近を通過、９日５時前に強い勢力で千葉市付近に上陸後、関東地

方を北東に進んだ。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 台風第１５号の経路図 

 

横浜地方気象台の観測記録によれば、９日０３時１２分に海

面気圧の最低値である９６９.１hＰａ、同日の最大瞬間風速で

ある４１.８m/s（北風）をそれぞれ観測し、また、０３時２８

分には、同日の最大平均風速２３.４m/s（北風）を観測した。 

 ２１：３０ 東北東 ６.５ 東北東 １１.６ 

 ２３：３０ 東北東 ６.６ 東北東 １５.４ 

９月９日 ００：３０ 東北東 ８.３ 東北東 １６.４ 

 ０１：３０ 東北東 １０.５ 東北東 ２０.６ 

 ０２：００ 北東 １１.９ 東北東 ２３.６ 

 ０２：１０ 北東 １２.０ 北東 ２７.７ 

 ０２：２０ 北東 １２.３ 北東 ２９.８ 

 ０２：３０ 北東 １１.９ 東北東 ２８.７ 

 ０２：４０ 北東 １４.０ 東北東 ３２.３ 

 ０３：００ 北北東 １２.９ 北東 ２９.４ 

 ０３：３０ 北北西 ２２.６ 北北西 ３９.５ 

 ０４：３０ 西北西 １６.１ 西北西 ２８.６ 

 事故の経過 本船は、台風接近に伴い運航を中止し、令和元年９月８日１２時０

０分ごろ企業専用浮桟橋（以下「本件浮桟橋」という。）に船首を南

西方に向けて入船左舷着けで係留した。 

本船は、船長が、１人で停泊当直に当たり、台風接近に備え、ふだ

んより４本多い１１本の係留索を本件浮桟橋のビットに取った。（図

２参照） 

９日０９時 

８日２１時 

８日０９時 
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図２ 本船の本事故当時の係留状況概略図 

 

Ａ社の本船と同型の旅客船（以下「本件係留船」という。）は、乗

組員１人が停泊当直に当たり、本船の船首側に係留していた。（図３

参照） 

 

 

 

 

 

図３ 本船、本件係留船等の係留場所概略図 

 

本船は、９日０１時３０分ごろ、台風の接近に伴い本件浮桟橋付近

の波が次第に高くなり、船体が激しく動揺し始め、０２時００分ご

ろ、後部甲板に波が打ち込むようになった。 

船長は、本船の中央客室後部の扉下部から船内に水が浸入してきて

いることに気付き、同客室から後部甲板を見たところ、頻繁に波が打

ち込み、排水口からの排水が追い付かず、滞留する海水量が徐々に増

加していくのを認めた。 

船長は、０２時１０分ごろ、本件係留船の乗組員に本船の排水作業

を手伝うよう要請する目的で、本船から下船して本件係留船に向かっ

た。 

船長及び本件係留船の乗組員は、本船に乗船して後部甲板の排水作

業を行おうとしたものの、船体動揺が更に激しくなり、危険な状況で

あったので、乗船を諦めて本件浮桟橋から本船の船尾部に係留索１本

を増し取りした後、本件浮桟橋南東方に隣接する浮桟橋に係留中の本

船より大型の旅客船（Ａ社所有船舶）に避難し、本船及び本件係留船

を監視した。 

本船は、風及び波による激しい船体動揺により、本件浮桟橋のビッ

トにつなぎ止めていた１２本の係留索が船尾から順に全て破断し、本

件係留船に向けて圧流され、船首部が本件係留船の船尾部に乗り揚げ

て本船の船尾部が没水し、しばらくその状態が続いた後、０２時３０

分ごろ船尾部から沈没した。 

船長は、Ａ社担当者を通じて本事故の発生を海上保安庁に通報し

た。 

本船は、後日、サルベージ会社により引き揚げられ、廃船処理され

本船 

本件係留船 

大型の旅客船 

本件浮桟橋 

本 船 

本件浮桟橋 
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た。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船（引揚げ後） 参照） 

 その他の事項 Ａ社は、ふだん、本船を無人の状態で係留させていたが、本事故当

時、台風接近に備え、運航する船舶に１人ずつ当直員を配置し、本船

には、船長１人を配置していた。 

 船長によれば、本船の係留索は、直径約３２㎜のクレモナ製で、使

用日数は不明であるが、状態は良好であった。 

 本船の上甲板上には、船首部に操舵室が、中央部に客室が、船尾部

に屋根付きの後部甲板がそれぞれ設けられ、後部甲板には、客席が設

けられていた。 

 本船の上甲板下には、船首部に空所等が、中央部に空調機室等が、

船尾部に機関室、舵機室等が設けられていた。 

 本船の客室の床面には、空調機室、スラスタ室等の出入口用扉が設

けられ、後部甲板には、船尾側に舵機室出入口用、右舷側に機関室機

材搬入用、左舷側の倉庫内に機関室出入口用の鋼製風雨密小型ハッチ

（以下単に「ハッチ」という。）がそれぞれ設けられ、同倉庫の右舷

側に倉庫出入口用扉が設けられていた。 

（図４ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 本船の構造物等配置概略図 

 

 本船は、ふだんから、後部甲板左舷側の倉庫出入口用扉を閉鎖して

おり、風雨が機関室に入ることはないので、機関室出入口用ハッチの

ハッチカバーが、開放された状態であり、本事故当時も開放された状

態であった。 

本船の機関室機材搬入用及び舵機室出入口用ハッチのハッチカバー

は、ふだんから、旅客が立ち入らないよう南京錠が取り付けられてい

たが、クリップハンドルが固く締められておらず、完全に閉鎖されて

いなかった。 

機関室機材搬入用ハッチ 

客室 操舵室 後部甲板

空調機室 機関室 ｽﾗｽﾀ室 舵機室 空所 倉庫 

客室 操舵室 後部甲板

倉庫 

機関室出入口用ハッチ 

舵機室出入口用ハッチ 

後部甲板（船尾から船首方を撮影） 

客室扉 

倉庫出入口用扉 
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Ａ社担当者によれば、本船は、本事故後、船体が引き上げられた

際、機関室、舵機室等が海水で満たされた状態となっていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

なし 

あり 

本船は、京浜港横浜第１区において、台風第１５号が接近し、暴風

波浪警報が発表されている状況下、本件浮桟橋のビットに係留索５本

を増し取りして計１２本の係留索により係留中、暴風及び高波を受

け、船体が激しく動揺して係留索が破断した後、船首方に圧流され、

船首部が本件係留船に乗り揚げて船尾部が没水し、海水が船内に流入

したことから、沈没したものと考えられる。 

本船は、機関室出入口用ハッチのハッチカバーが開放され、また、

機関室機材搬入用ハッチ等のハッチカバーが完全に閉鎖されていなか

ったことから、機関室等の浸水量を増加させて船尾部の船体沈下を助

長させた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、京浜港横浜第１区において、台風第１５

号が接近し、暴風波浪警報が発表されている状況下、本件浮桟橋に 

１２本の係留索により係留中、暴風及び高波を受けて係留索が破断し

た後、船首方に圧流され、船首部が本件係留船に乗り揚げて船尾部が

没水し、海水が船内に流入したため、沈没したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船長及び乗組員は、台風の接近等が予想される場合、開口部を確

実に閉鎖し、船内への浸水を防止する措置を講じること。 

・船長及び乗組員は、台風等の荒天に備え、破断荷重が大きいロー

プを使用することを検討し、係留を強化すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船（引揚げ後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都 
千葉県 

神奈川県 

京浜港横浜第 1 区 

 事故発生場所 
（令和元年９月９日  
０２時３０分ごろ発生） 

横浜貯木場防波堤灯台 

横浜市 

本件浮桟橋 


